
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



■八潮市の空き家数・空き家率の推移 

１．計画策定の目的と役割 

（１）計画策定の背景と目的 

・本市の空き家数は、５年ごとに実施さ

れる住宅・土地統計調査（総務省、右

グラフ参照）によると、平成 20年から

平成 25年の５年間で 660戸増加してお

り、将来的には、社会情勢の変化に伴

って、空き家数が更に増加することが

予想されます。 

・また、国においては、平成 26年 11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布し

ました。同法は、平成 27年５月に全面施行され、これにより、空き家等に関する対策を適切

に講ずるよう努めることが、市町村の責務として位置づけられました。 

・こうした状況を踏まえて、本市においては、市民が安全・安心して暮らせる良好な街並みづ

くりを目標に掲げ、空き家に限らず、現に使用している建築物で適切な管理が行われていな

いものについても対策の対象とし、これらの建築物等に関する対策を総合的かつ計画的に推

進するため、本計画を策定します。 

（２）計画の位置付けと役割 

・「八潮市まちの景観と空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条に位

置づけられる空家等に関する対策についての計画（空家等対策計画）であり、本市の上位計

画である総合計画や各種計画との整合を図りつつ、現状や課題を踏まえ、今後の空き家等に

関する対策の方針や実施体制等を定めるものです。 

・なお、本計画は、今後策定予定の(仮称)八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条

例と整合し、連動することにより、今後の空き家等に関する対策を総合的に推進するための

計画として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

八潮市まちの景観と空家等対策計画 
（空家等対策の推進に関する特別措置法・第６条） 

★空家等対策の基本方針 

★空家等に関する対策 

★空家等対策の実施体制    等 
 

各種計画 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

（
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
） 

な
ど 

地
域
防
災
計
画 

高
齢
者
保
険
福
祉
計
画･

介
護
保
険
事
業
計
画 

地
域
福
祉
計
画 

景
観
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
・
景
観
計
画 

整
合 

八 潮 市 総 合 計 画 基本計画 基本構想 

整合 連動 

(仮称)八潮市まちの景観と 
空家等の対策の推進に関する条例

★法に基づく空家等に関する施策を推進する 

ために必要な事項 

★その他、「まちの景観と空家等対策計画」の 

実現に必要な事項 
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◇１．計画策定の目的と役割◇  

（３）計画の期間 【国指針２：計画期間】 

・本市の総合計画や都市計画

マスタープランなどとの整

合のもと、長期的な将来を

展望しつつ、計画期間を平

成 28 年度から平成 37 年度

までの 10年間とします。 

・概ね５年ごとに市内実態調査を行うとともに、具体的な取組の評価や検証を行いながら、必

要に応じて計画の見直しを検討します。 

（４）計画の対象 【国指針１：対象地区、対象とする空家等の種類】 

①対象とする地区 

・本市における空家等は県内の市町村と比べると少ない状況ですが、市内全域に点在し、社会

情勢の変化に伴う将来的な増加も考えられるため、市内全域を対象地区とします。 

②対策の対象（対象建築物等の範囲） 

・本計画の対象とする対象建築物等の範囲を、以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建築物等 

・建築物及び工作物が設置されていない土地（空き地、資材置場、廃棄物置場等） 

対 
象 
外 

対象建築物等の範囲：空家等及び特定居住物件等（例：老朽建築物等やごみ屋敷) 

○空家等：建築物（住宅以外の用途を含む。）又はこれに附属する工作物で居住その他の使用がなさ

れていないことが常態（基準となる期間は概ね 1 年間）であるもの及びその敷地（立木

その他の土地に定着する物を含む。） 

⇒  特定空家等  

・空家等のうち、以下のような管理不全状態にあると認められるもの 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

○居住物件等：居住その他に使用している建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。） 

⇒  特定居住物件等  

・居住その他に使用している建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）のうち、特定空家等と同様の状態にあると認められるもの 

 居住・利用あり 居住・利用なし 

対象建築物等 

居住物件等 

特定居住 
物件等 

特定空家等 

管理不全状態 

空家等 

 平成 21年度 
（2009） 

平成 28年度 
（2016） 

平成 37年度 
（2025） 

第４次八潮市総合計画 

（H13～H27：15年間） 

八潮市都市計画マスタープラン 

（H21～H36：概ね 20年間） 

第５次八潮市総合計画 

（H28～H37：10年間） 

八潮市まちの景観と空家等対策計画 

（H28～H37：10年間） 
空家等対策計画 

総合計画 

都市計画 

マスタープラン 
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２．現状と課題 

（１）本市における空き家の状況 

・平成 25 年に実施された住宅・土地

統計調査によると、本市における住

宅総数は 37,040 戸となっており、

そのうち、3,210戸が居住していな

い住宅（＝空き家）となっています。 

・居住していない住宅（＝空き家）の

うち、その他の空き家は 1,170戸で

あり、このうちの半数近い 510戸が

腐朽・破損がある不良空き家となっ

ています。 

 

 

 

 

（２）市内空き家実態調査及び所有者アンケート調査 

・本計画の策定にあたって、町会及び自治会の協力をいただき、市内の空き家と思われる建築

物及び居住中であっても保安上や衛生上等の問題があると考えられる建築物等を調査した結

果、これらの建築物等は概ね市内全域に点在しています。 

・また、市内空き家等実態調査において把

握した空き家と思われる建築物等(149

件)のうち、送付先が確認できた 136 件

を対象に、建物等の利用状況や維持管理

状況、今後の利活用意向を把握するため

アンケート調査を実施(平成 27年 6月中

旬～7月上旬)しました。 

〔アンケート調査の回答まとめ〕 
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住

宅

居住している住宅

居
住

し
て
い
な

い
住

宅
＝

空

き

家

二次的住宅
（別荘，ｾｶﾝﾄﾞﾊｳｽ）

売却用住宅

賃
貸
用
住
宅
空
き
家

そ
の
他
の
空
き
家

不良空き家

普通・良質空き家

不良空き家

普通・良質空き家

ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄ

戸建，長屋，木賃

ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄ

戸建，長屋，木賃

ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄ

戸建，長屋，木賃

ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄ

戸建，長屋，木賃

37,040戸 

33,550戸 

510戸 

1,280戸 

510戸 

660戸 

1,790戸 

10戸 

240戸 

3,210戸 

1,170戸 

280戸 

※「その他の空き家」とは 

⇒ 二次的住宅・賃貸用住宅・売却用住

宅以外の人が住んでいない住宅で，

居住世帯が長期にわたって不在の

住宅や建て替えなどのために取り

壊すことになっている住宅 

 

 垳川 

 三郷東京線 

 外環状道路 

 綾瀬川 

 大場川 
 つくばエクスプレス 

 中 川 

 八潮駅 

 高速外環状道路 

 都市高速道路三郷線 

  ：空き家と思われる建築物等

（居住していても保安上や

衛生上の問題があると考え

られる建築物等を含む） 

 ：市街化区域 

調査期間： 

Ｈ26年 12月上旬～ 

Ｈ27年２月中旬 

確認方法：外観調査 

空き家と思われる建築物等の分布状況 

 

＊回答者のうち約 2 割が、維持管理を
する者がいない、維持管理を全くし
ていないと回答。 

＊維持管理で困っていることは、遠方
で時間がかかる、高齢のため維持管
理ができないことなど。 

＊回答者の約 6 割が利活用意向を示す
一方、回答者の約 3 割は、高齢や経
済的な面での不安などを理由に利活
用が困難と回答。 

＊これらをふまえると、今後の対策の
方向性として、維持管理の代行サー
ビス等の充実および利活用に関する
相談サービス等の充実を検討するこ
とが必要。 



■住宅の建築時期別分布 
(資料：Ｈ25年住宅・土地統計調査) 

◇2．現状と課題◇  

（３）建築物の老朽化 

・市全体では、建築年数が 25 年を超える住宅が、

住宅総数のほぼ半数を占め、建築年数が 35 年を

超える住宅は２割程度となっています。 

・今後 10年経過すると、建築年数が 35年を超える

住宅が住宅総数の半数近くを占めることになり

（滅失がないと仮定した場合）、近い将来に老朽

建築物や空き家が急増することが懸念されます。 

・老朽建築物や空き家の増加に合わせて、居住して

いても保安上や衛生上等の問題があると考えら

れる建築物等も増加することが予想され、これら

の建築物等の管理不全状態が引き起こす様々な

問題の発生リスクが高まることが懸念されます。 

（４）人口減少と少子高齢化の進行、高齢者独居世帯の増加 

・本市は、平成 17年のつくばエクスプレス開通以降、再び大きく人口及び世帯数が増加してい

ますが、今後は、平成 37年をピークとして、全国同様、人口及び世帯数ともに減少傾向に転

換すると予測されています。また、65歳以上の高齢者も、平成 22年時点では 19.4％で 

したが、今後は一貫して増加することが予測

されており、人口及び世帯数がピークを迎え

る平成 37 年には 27.3％になると予測されて

います。 

・また、65 歳以上を含む世帯における単身世帯

（高齢者独居世帯）の割合も年々高くなって

おり、平成 26年では約 29％を占めています。 

・このような、人口減少と少子高齢化の進行、

高齢者独居世帯の増加に伴って、今後、空き

家が増加することが予想されるため、将来を

見据えて空き家の発生予防に取り組むことが

重要になります。 
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■65歳以上を含む世帯の世帯構成の推移 
（住民基本台帳、各年 10月 1日現在） 

 

25.7% 26.5% 27.3% 28.8%

23.4% 24.0% 24.8% 25.0%

50.9% 49.6% 47.9% 46.2%
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100%

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

単身世帯 複数人世帯 その他世帯

11,229 
世帯 

11,821 
世帯 

12,365 
世帯 

12,972 
世帯 

〔年齢階層別人口推計〕 

・Ｈ37まで：将来人口推計結果報告書 
（H26.3、八潮市総合計画基礎調査） 

・Ｈ42以降：八潮市公共施設マネジメント白書（Ｈ27.3） 

〔将来人口推計〕 

82,977 
85,848 

92,470 
95,115 

91,749 
87,892 

83,939 
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実績値 推計値 

 

■本市の人口推計 

 

14.1% 13.6% 12.9% 11.8% 10.8% 10.4% 10.3%

66.5% 61.9% 60.5% 60.9% 60.7% 58.1% 53.5%

19.4% 24.4% 26.6% 27.3% 28.4% 31.5% 36.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

0～14歳 15～64歳 65歳以上

実績値 推計値 

320戸 990戸

5,330戸

6,540戸

5,570戸

3,030戸

6,770戸

1,940戸

～S35年 S36～45年 S46～55年 S56～H２年

H３～12年 H13～17年 H18～22年 H23～25年

住宅総数 
(30,490戸) 

築 35年超が

全体の２割 

全体の約半数

が築 25年超え 



３．基本方針 

（１）基本方針 【国指針１：空家等に関する施策に関する基本的な方針】 

・問題が顕在化する前から十分な対策を講じることを基本的なスタンスとして『予防対策』に

重点を置きつつ、著しい管理不全状態に陥った場合にも必要な措置を迅速かつ的確に行うな

ど、法や条例、本計画を活用し、総合的で計画的な対応の推進に向け、空家等対策の基本方

針を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●衛生上、問題がある場合

(ゴミ屋敷) 

●腐朽・破損の場合 

 

 

 

 

 

 

 

予  防 

空
家
化
の
予
防
、
適
正
管
理
を
図
り
な
が
ら
活
用
に
向
け
た
措
置
を
図
る
期
間 

特定居住物件化 

活用・流通 

 
活
用
・
流
通
の
促
進 

適正管理 
 
適
正
管
理
の
啓
発 

対策２ 

対策１ (早期の)管理不全状態 

防犯や環境衛

生・景観等の観

点から問題のあ

る空家 

空家の長期化 

対策１ 

空家化 

対策２ 

対策２ 

 
除
却
及
び
跡
地
活
用 

除
却
・
跡
地
活
用
に
向
け
た
措
置
を
図
る
期
間 

管理不全状態 

著しい管理不全状態 

倒壊等の恐れが

あり隣地等に危

険を及ぼす可能

性のある空家 

対策３ 

管理不全対策 

除却→跡地活用 

対策２ 

居住・利用中 

対策１ 

適切に

維持管

理がさ

れてい

る空家 

対策１ 

対策３ 

老 

朽 

化
（
段
階
に
応
じ
た
効
果
的
な
対
策
） 
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《基本方針》 

対策１「予防対策」  
「関係者 

の連携」 対策２「活用・流通対策」 

対策３「管理不全対策」 

《目標》 市民が安全・安心して暮らせる良好な街並みづくり 

ま
ち
の
景
観
と
空
家
等
対
策
（
全
体
像
） 



◇３．基本方針◇  

（２）対象建築物等の把握の方針 【国指針３：空家等の調査に関する事項】 

・町会及び自治会に加えて民生委員や関係機関、民間事業者等とも連携し、市内における対象

建築物等の分布状況やそれらの建築物及び敷地の管理状態等の把握に努めます。 

・対象建築物等の実態調査は、戸建て住宅を基本に、共同住宅（全室が空室の場合を空家と判

断）や店舗、工場等も含めることとし、以下の３つのステップで調査を行います。 

・なお、ステップ①及び②については、概ね５年ごとの定期調査として実施します。 
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ステップ① 

情報確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ② 

外観調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ③ 

詳細調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定空家等及び特定居住物件等の認定 
 

 

 

 

管理不全対策の推進 
 

 

 

抽出された対象建築物等の外観調査 

（管理状態等の評価・判定） 

 

町会・自治会等による対象建築物等の抽出 

（対象建築物等の住宅地図上への図示） 

町会・自治会等による抽出情報の補足調査 

 
関係機関（水
道・消防等）
の情報との
整合 

関係者への 
ヒアリング 
（民生委員
等） 

民間事業者
（ガス・電気
事業者等）へ
の照会 

総合評価が悪い対象建築物等の詳細調査 

 

所有者調査 
（アンケー
ト等） 

所有者等の確認 

 

 

経過観察 

 

 

 

  
活用・  
流通対策 

 

 
予防対策 

 

総合評価：非常に悪い 
     悪い 

総合評価：良い 

該当物件 非該当物件 

概ね５年 

ご と の 
定期調査 

特定空家等 特定居住物件等 

立入調査 

ステップ①では、 

町会・自治会の皆さん等

にご協力をいただきなが

ら、どこに、どんな対象建

築物等があるのかについ

ての情報確認を行います。 

 

 

ステップ②では、 

一級建築士などの有識

者が現地において外観調

査を行い、対象建築物等の

管理状態等について総合

評価を行います。 

ステップ③では、 

ステップ②の総合評価

が悪かった対象建築物等

について詳細調査を行い、

管理状態等の詳細な評価

や判定を行います。 

 

 

 



４．推進する対策 

 

（１）「予防対策」の取組（全体像に示した     として取り組む内容） 

【国指針４：所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項】 

基本的な 

考 え 方 

・空家等の実態を把握するとともに、建築物等が次の世代へ、円滑に継承される

ように市民に周知、啓発し、新たに空家等が発生することを抑制します。 

・建築物等の適正管理及び美しい街並み景観の維持等について市民等に周知、啓

発し、建築物等が管理不全状態に陥ることを予防します。 

具体的な 

対 策 

①空家等の発生抑制に向けた周知を徹底します【空】 

②空家等の適正管理に対する意識を高めます【空】 

③特定居住物件等の発生予防に努めます【居】 

④総合的なコンサルティング体制を整備します【空・居】 

（２）「活用・流通対策」の取組（全体像に示した     として取り組む内容） 

【国指針５：空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項】 

基本的な 

考 え 方 

・空家等のうち市場に流通していない「その他の住宅※」が増加傾向にあること

を踏まえ、空家等を適切に管理又は改修することの必要性を周知することに併

せて、所有者等へのコンサルティングにより、活用や流通を支援、促進します。 

・空家等や除却後の跡地を、まちづくりやコミュニティ活動を進めるうえでの地

域の資源と捉え、地域等との連携による活用や流通を支援、促進します。 

具体的な 

対 策 

①所有者の活用意向の掘り起こしに取り組みます【空】 

②所有者に対するコンサルティング体制を整備します【空】 

③まちづくりの一環として空家等の活用支援を行います【空】 

④地域による跡地活用の支援を行います【空】 

⑤空き店舗や空き工場の活用を促進します【空】 

（３）「管理不全対策」の取組（全体像に示した     として取り組む内容） 

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

基本的な 

考 え 方 

・特定空家等又は特定居住物件等に認定された建築物等については、その管理状

態の程度に応じて、管理不全状態の更なる悪化を招かないように効果的な対策

を講じます。 

・法に基づく措置をはじめ、今後策定予定の(仮称)八潮市まちの景観と空家等の

対策の推進に関する条例との役割分担のもと、助言及び指導、勧告、命令など

管理不全対策に強制力を持たせるための必要な措置を講じます。 

・特定空家等又は特定居住物件等による危険等を緊急に回避する必要がある場合

は、適切に緊急安全措置を講じます。 

具体的な 

対 策 

①所有者等の責務を明確化します【空・居】 

②効果的な実施体制を確立します【空・居】 

③管理不全状態にある対象建築物等に対する行政による措置を明確化します 

【空・居】 
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※注 【空】：空家等に関する対応策 【居】：特定居住物件等に関する対応策 【空・居】：双方に共通する対応策 

対策１ 

対策２ 

対策３ 



◇４．推進する対策◇  

■■■ 特定空家等及び特定居住物件等の判断基準及び状態の例 ■■■ 

１．「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」 

建築物が倒壊等す

るおそれがある状

態 

建築物の著しい傾斜 ・部材の破損、基礎の不同沈下、柱の傾斜などを基に総合的に判断 

基礎及び土台の損傷

等 

・基礎の破損や変形、土台の腐朽や破損、基礎と土台のずれなどを基

に総合的に判断 

柱、はり、筋かい、柱

とはりの接合等の損

傷等 

・構造耐力上主要な部分である柱、はり、筋かいの腐朽や破損、変形、

柱とはりのずれなどを基に総合的に判断 

屋根、外壁等が脱

落、飛散等するお

それがある状態 

屋根ふき材、ひさし又

は軒 

・全部又は一部において、屋根の変形、屋根ふき材の剥落、軒の裏板

やたる木等の腐朽、軒や雨樋のたれ下がりなどの発生、緊結金具の

著しい腐食などを基に総合的に判断 

外壁 

・全部又は一部において、壁体を貫通する穴が生じている、外壁の仕

上材料の剥落や腐朽、破損等による下地の露出、外壁のモルタルや

タイル等の浮きなどを基に総合的に判断 

看板、給湯設備、屋上

水槽等 

・看板の仕上材料の剥落、看板や給湯設備、屋上水槽、太陽光発電設

備等の転倒や破損、脱落、支持部分の腐食などを基に総合的に判断 

屋上階段、バルコニー 
・全部又は一部において、腐食や破損、脱落、傾斜などを基に総合的

に判断 

門、塀 
・全部又は一部において、ひび割れや破損、傾斜などを基に総合的に

判断 

擁壁が老朽化し危

険となるおそれが

ある状態 

擁壁 
・擁壁表面の水のしみ出しや流出、水抜き穴の詰まり、ひび割れの発

生などの状況や程度、擁壁の地盤条件などを基に総合的に判断 

２．「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 

建築物・設備等の

破損等 

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況 

・浄化槽等の放置や破損等による汚物の流出や臭気の発生、排水等の流出による臭気の発生が

あり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状況 

ごみ等の放置・不

法投棄 

・臭気の発生、多数のねずみ、はえ、蚊等の発生により、地域住民の日常生活に支障を及ぼし

ている状況 

３．「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」 

周囲の景観と著し

く不調和な状態 

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている状況 

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状況 

・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている状況 

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している状況 

・敷地内にごみや資材等が散乱、山積したまま放置されている状況 

４．「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」 

不特定の者が容易

に侵入できるなど

地域の防犯上支障

が生じている状態 

・門扉が施錠されていない状態で放置されている状況 

・外壁及び開口部において、人が侵入することの可能な大きさの戸、窓その他の開口部が常時開

放されている状況、外壁に人が侵入することの可能な大きさの穴、亀裂等が生じている状況 

・塀、柵その他の敷地を囲む工作物において、人が侵入することの可能な大きさの穴、亀裂等

が生じている状況 

建築物等の不適切

な管理等に関する

状態 

・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している状況 

立木に関する状態 

・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばって

いる状況 

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている状況 

空家等に住みつい

た動物等に関する

状態 

・動物の鳴き声その他の音の頻繁な発生、動物のふん尿その他の汚物の放置による臭気の発生、

敷地外への動物の毛や羽毛の大量の飛散、多数のねずみやはえ、蚊、のみ等の発生、住みつ

いた動物の周辺の土地や家屋への侵入、シロアリの大量発生や近隣の家屋への飛来など、地

域住民の日常生活に支障を及ぼしている状況 
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◇４．推進する対策◇ 

 

特定空家等 に対する措置の具体的な手続 

◇特定空家等に対しては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び今後策定予定の

条例に基づく助言・指導、勧告、命令、行政代執行等の措置を規定しています。 

◇また、緊急に危険等を回避する必要がある場合、軽易な行為であれば、緊急安全措置を

講じることも規定しています。 

◇なお、特定空家等の認定やその後の措置を講ずる際には、審議会においてその妥当性を

審議することを基本としています。 
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緊急に危険等を回避する必要が
ある場合 

対象建築物等の調査等（情報確認、外観調査、詳細調査） 
 

所有者等への情報提供・意向確認等 

所有者等を確知 

できない場合 
継続調査 

過
失
な
く
所
有
者
等
を
確
知
で
き
な
い
場
合
（
次
頁
参
照
） 

略式代執行 
（法第14条第10項） 

・事前の公告 

・代執行に要した一

切の費用の徴収 

相続財産管 

理人の選任

の手続き等 

当該特定空家等の状態が
改善されない場合 

所有者等に対する勧告 
（法第 14 条第２項） 

所有者等に対する助言・指導 
（法第 14 条第１項） 

正当な事由がなく 当該勧
告の措置をとらない場合 

行政代執行（行政代執行法） 
（法第 14 条第９項） 

・文書による戒告 

・代執行令書による通知 

・代執行に要した一切の費用の徴収 

措置を履行しないと き、
履行しても十分でないと
き・ 期限までに完了する
見込みがないとき  

所有者等に対する命令・公表 
（法第 14 条第３～８、11・12 項） 

・所有者等への事前通知 

・公開による意見の聴取 

・命令の実施 

・標識の設置及び公示 

特定空家等の認定 

審議会 ※1 妥当性 

の審議 

審議会 ※1 妥当性 

の審議 

審議会 ※1 

 

妥当性 

の審議 

注） 建築物等の全部を除却する措置として行政代執行及び略式代執行を行う 場合には、
管理不全状態が景観支障だけの特定空家等については対象にできない。  

過料の対象 
命令違反 ⇒ 50万円以下 

固定資産税の特例（住宅用地
特例制度）の対象から除外 

審議会 ※1 

 

妥当性 

の審議 

緊急安全措置等 
（条例※2による） 

過料の対象 
立入調査忌避 ⇒ 20万円以下 

※1 審議会： 今後設置予定 

※2 条例： 今後策定予定 



◇４．推進する対策◇  

 

特定居住物件等 に対する措置の具体的な手続（例：老朽建築物等やごみ屋敷） 

◇特定居住物件等に対しては、今後策定予定の条例により、所有者等に対する助言及び指

導、勧告、命令、行政代執行等の具体的な手続を規定するとともに関係法令と連携した

管理不全状態の解消に対する取組を推進します。 

◇ごみ屋敷については、所有者等に対する助言や福祉的支援による解決を図ることを基本

とし、なお改善されない場合に具体的な措置へと移行するものとします。 
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対象建築物等の調査等（情報確認、外観調査、詳細調査） 
 

      所有者等への情報提供・相談等    関係法令対応 

所有者等に対する勧告 
（条例※2による） 

所有者等に対する指導 
（条例※2による） 

所有者等に対する命令 
（条例※2による） 

・所有者等への事前通知 
・公開による意見の聴取 
・命令の実施 
・標識の設置及び公示 

当該特定居住物件等の状態が改
善されない場合 

審議会 ※1 
妥当性 

の審議 

妥当性 

の審議 

審議会 ※1 
妥当性 

の審議 

審議会 ※1 
 

妥当性 

の審議 

※1 審議会： 今後設置予定 

行政代執行（行政代執行法） 

・文書による戒告 
・代執行令書による通知 
・代執行に要した一切の費用の徴収 

注） 建築物の除却は行わない。  

審議会 ※1 

所有者等に対する助言 

（条例※2による） 

所有者等に対する支援措置 

必要に応じて 

福祉的支援 
(条例※2による) 

所有者等に 

対する助言 
（条例※2による） 充実 

緊急安全措置等 

（条例※2による） 緊急に危険等を回避
する必要がある場合 

正当な事由がなく 当該勧告の措
置をとらない場合 

倒壊等著し く 保安上危険となるおそれのある状態 衛生上有害となるおそれのある状態 

※2 条例： 今後策定予定 

 



５．対策の実施体制 

（１）市民等からの相談への対応 

【国指針７：住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項】 

・空家等になる要因は、所有者等の状況によって多様であり、所有者や管理者という個人だけ

では解決できない課題を多く抱えています。 

・このため、空家等を所有者や管理者だけの問題として捉えるのではなく、地域のまちづくり

上の課題として捉え、市民、建築や不動産に関わる関係団体、行政の連携のもとで総合的な

対策に取り組みます。 

・また、空家等対策などを総合的に進めるコンサルティング体制として、(仮称)まちづくりセ

ンター等の設置を検討します。 
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■関係者の協働による市民等からの相談への対応のイメージ 

②市 民 
(地域、NPO等) 

・空家等が発生・放置さ

れないような地域社会

を目指して、良好なま

ちづくりを推進 

・自らの居住・管理する

住まいについて空家化

予防の努力 

情報把握、見守り、働きかけ 

① 
空家等・特定居住
物件等の所有者等 
・空家等の適正管理 
・空家化の解消努力 
・管理不全状態の解消 

等 

総合的な 
コンサルティング 

③関係団体 

(建築士会・宅地建物取引 

業協会・司法書士会・商工会 

など) 

・管理物件等の適正な管理 

・空家等の解消に向けた事
業や取組の推進 

・所有者や地域の取組を積
極的に支援 

④行 政 
・市民の窓口一本化 

・空家等に関する施策を総合的
に策定・実施 

・所有者、市民（地域、NPO等）、
関係団体が実施する取組を
支援 

・管理不全状態の解消支援等 
(仮称)まちづくり 

センター 
・空家等対策(相
談、管理、活用
等)促進 

・管理不全対策 

相談・提案、情報提供、流通 

〔各種相談サービス〕 

◇法律相談 

◇司法書士相談 

◇行政書士相談 

◇税理士相談 

◇不動産相談 

◇心配ごと相談 

啓発、助言・指導、支援 

〔各種相談サービス〕 

◇くらしの相談 

◇こころの健康相談 

行政の支援のもと関係団体等が
役割を担う 



◇５．対策の実施体制◇  

（２）対策を推進する相談窓口と連携体制 

【国指針８：空家等に関する対策の実施体制に関する事項】 

・住民等からの相談への対応については、効率的な行政運営や市民への行政サービス向上の視

点から、相談窓口の一本化を図るとともに、関係課間での情報の共有や一元管理を進め、総

合的かつ計画的な対策の検討、実践に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特定空家等及び特定居住物件等に対する措置などを審議する体制 

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

・特定空家等及び特定居住物件等の認定及び各種の措置を講ずるに

あたっては、所有者等の権利を制限する側面もあることから、学

識者を含む審議会を設置し、公正な審議、判断を行います。 

・なお、特定空家等及び特定居住物件等の認定にあたっては、建築

や不動産をはじめとした多岐の分野に関わるため、各分野の専門

家が参画した委員構成を基本とします。 
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■相談窓口と連携体制の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

所 

有 

者 

等 

対応 

市民等からの 

相談窓口 

 

 

相談窓口の一本化、

情報の一元管理 

 

 

 

都市計画課 
④ 

(仮称)八潮市特定空家等・ 
特定居住物件等審議会 

① 

市 

民 

等 

苦情・問い
合わせ 

関係機関との連携 

地元警察・消防 等 

① ② 

③ 

対応方針
の調整 

⑤ 

対応結果
の報告 

⑥ 

対応結果
の報告 

情報提供 
対応要請 

相談 

判定･審議 

連携 

庁内関係課との連携 

企画経営課 

社会福祉課 

長寿介護課 

交通防犯課 

環境リサイクル課 

商工観光課 

区画整理課 

経営課(水道部) 

資産税課 

その他関係課 

開発建築課 

市民協働推進課 

市民課 

障がい福祉課 

危機管理防災課 

※ 庁内関係課に直接入った苦情・問い合わせ、
相談等の情報については相談窓口に集約 ※ 庁内の組織名称は、平成 28年度に予

定している組織改編後の名称 



６．まちの景観と空家等対策の推進に向けた提言 

・本計画の策定にあたっては、「八潮市まちの景

観と空家等対策推進協議会」において、有識者

の委員をはじめ、市民委員等の皆様から様々な

見地より議論をいただき、将来的な対策や本市

の実情を踏まえた予防策や活用策など、課題を

解決するための幅広い提案をいただきました。 

・これらの提案は、今後の空家等や特定居住物件

等の対策を行う上で貴重な提案であったこと

から、各提案を提言として取りまとめたもので

す。今後、これらの提言をさらに検証し、各種

対策の取組の充実につなげていきます。 

（１）「予防対策」に関する提言 

■空家等の発生抑制を促す周知の徹底に向けて 

・昔は当たり前だった、自分の家は自身で適正に維持管理するという意識付けを高めること

が大切である。 

・空家等にしないよう呼び掛けるため、町会及び自治会の掲示板、回覧板等や一人暮らしの

高齢者に民生委員が配布しているカレンダー等を活用した周知活動を行うことで、すぐに

できることからはじめることが大切である。 

・日頃から地域でのふれあいや、家族の絆づくりに有効な二世代や三世代での生活を促進す

るような取組が大切である。 

・今後の空家等の増加を抑制するため、住み替えが容易にできる社会に変えていく取組が大

切である。 

■空家等の適正管理に対する意識高揚に向けて 

・固定資産税等の納付書の送付時に、今後、管理不全状態となった空家等については、住宅

用地特例の適用が受けられなくなる旨を計算例(比較表)等で示した書面を同封することで、

適正管理することに関する意識付けを行う。 

・地域において空家等を定期的に巡回し、外壁に問題はないか、故意に荒らされていないか

等を確認する。また、巡回においてかかった費用を所有者に負担してもらうことで、適正

管理の重要性を認識させる取組を行う。 

・自分で管理することが難しい所有者に代わり、維持管理をしてくれる代行サービスを行う

業者等の情報を提供することで、所有者自身の負担の軽減を図る取組を行う。 

■特定居住物件等の発生予防に向けて 

・ゴミ屋敷に関しては、自分ではゴミだと思っていない場合も考えられるため、心配ごと相

談所への案内をするなど、心の面も配慮したソフトな取組に併せ、所有者等が撤去する際

の事業者等の紹介を行うことで発生予防に向けた取組を行う。 
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■第１回協議会（Ｈ27.5.14）の様子 

 



◇６．まちの景観と空家等対策の推進に向けた提言◇  

 

■総合的なコンサルティング体制の整備に向けて 

・「探しています」「譲ります」「貸します」の相談窓口の設置や「相続ができない」など、一

人で悩んでいる所有者に、相続登記や建物の解体に必要な費用のシミュレーションなどを

アドバイスする各種相談サービスを提供するためのコンサルティング体制を整えることが

大切である。 

■その他 

・賃貸物件等は、駅から遠い地域などでは利用者のニーズが低いため、将来的に、賃貸物件

等を抑制する仕組みを考えていく必要がある。 

 

（２）「活用・流通対策」に関する提言 

■所有者の活用意向の掘り起こしに向けて 

・空家バンクを開設し、地域の不動産事業者や関係団体等と連携して、活用や流通を希望す

る物件の登録や購入および賃借希望者の募集を行う取組が必要である。 

・特定空家等に認定される前に所有者自らの意思で活用や流通の対策を行った場合には、そ

れらに要した費用の一部を助成するなど、所有者の活用意欲の向上を図る取組が必要である。 

■まちづくりの一環としての空家等の活用支援に向けて 

・空家等を活用して高齢者、子育て中の親、子どもたちの３世代交流の場となる”サロン”

をつくり、そこで市の健康増進指導や相談も行える場所として活用支援を図る。 

・市民や団体等が、以下に掲げる多目的に利用できる場所として貸し出すことで、活用支援

を図る。 

(活用例) 

新規に起業した方が低料金で賃貸できるオフィス・芸術家の創作活動の場・個展・

コンサート場・デイサービス施設・フリースクール・簡易スポーツジム(各家庭で

利用しなくなった健康器具を持ち寄る)・会議室・動物の一時預かり施設 

・本市は、都心に近い立地環境にあり、都内の大学等に通学しやすい。このため、都内など

に通学する学生が、本市を居住地として選択するきっかけづくりとして、手数料体系の見

直し等や大学等への売り込みを行い、呼び込む取組が大切である。これにより、居住した

学生が、大学等を卒業後も市内に居住する可能性が期待される。 

■その他 

・空家等の中でも良好な建物(農家住宅等)は、地域の資源として保護する仕組みが必要である。 

・高齢者の独居となった住宅は、若い子育て世代に提供するなど、住み替えによって若い世

代に受け継いでいくような仕組みづくりが必要である。 

・中古住宅を購入する場合の住宅ローン減税などの優遇措置が必要である。 

・生活困窮者が住宅を賃貸しやすくなるよう、空家等を活用した制度の創設が必要である。 
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